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〇 指導救命士は、以下の項目をすべて満たしている者とする。
１ 救急救命士として救急業務に通算５年以上、またはこれと同等以上の経験を有する
２ 救急隊長として救急業務に通算５年以上、またはこれと同等以上の経験を有する
３ 特定行為について、一定の施行経験を有する
４ 医療機関において、一定期間の病院実習を修了している
５ 教育指導や研究発表について豊富な経験を有する
６ 一定の指導経験を有する、または必要な養成教育を修了している

〇 任期は当該役職に任命されている期間（認定者は名簿にて管理）

● 指導救命士の役割及び取組

● 認定要件及び任期

〇 東京消防庁では、元来、救急隊の技能の維持・向上のため、指導者として各消防署には
「統括救急技術指導員」を、各消防方面本部（当庁管内を１０に分割した地域に設置）には
「救急担当係長」を設置し、それらを本庁救急部が統括する体系的、統一的な指導体制を
整備していた。
〇 令和５年４月からは、各消防署における救急隊の指導体制を推進する役割を担う「本部
統括救急技術指導員」を新たに創設し、これらを指導救命士として整理することで、救急
隊の技能管理体制の強化を図った。
〇 救急隊員の指導的な業務に従事する者（組織的な役職を担う者）の経歴等を東京都ＭＣ
協議会が審査して認定する。
〇 現在、指導救命士は救急部内７名、各消防方面本部（当庁管内を１０に分割した地域）１０
名、合計１７名（※）を認定している。

● 概要

〇 ＭＣ体制への参画
・ 救急活動の事後検証
・ 救急活動基準の作成、見直し
・ 救急隊員の教育体制の整備

〇 研究会・救急訓練の企画・立案

〇 教養・講演の企画・立案

〇 救急同乗による直接的指導

〇 不適切事案に対する指導

〇 本部統括救急技術指導員連絡会の開催
・ 全方面統一した指導体制の確立
（新たな活動基準等の統一的指導）
・ 現場における課題の共有
・ ＭＣ審議事項の検討（意見収集）

東京消防庁の指導救命士について
東京消防庁救急部資料
（ 令和 ７ 年 １ ２ 月 ２ 日 ）

● 配置先及び指導救命士数／運用救命士数

東京消防庁本部の救急指導課や救急機動部隊に指導救命士を配置する
ほか、管内１０エリアに設置された方面本部に各１名ずつ、エリア内の
各消防署を担当する救急担当係長が指導救命士として配置されている。

・ 本庁 救急部 救急指導係長（毎日勤務１名）
救急技術係長（毎日勤務１名）
救急機動部隊 機動救急係長
（毎日勤務２名）
機動救急担当係長（交替制３名）

・ 消防方面本部 救急担当係長
（各方面 毎日勤務１名 計１０名）

令和7年10月16日現在〇 指導救命士の配置状況（※）
指導救命士

本部統括救急技術指導員
（17名）

統括救急技術指導員
（８１名）

救急隊長
（８５６名）

救急救命士（2,001名）
救急隊員（４,４６2名）

救急技術認定者（救急隊長以下）：７,３１９名

本庁・消防方面本部
司令・係長級

消防署
司令・係長級

消防署
司令補・主任級

消防署
士長以下

配置署所・階級

● 効果

〇 職務上で指導的な立場にある者が、指導救命士として認定され、技能管理を統括する
ことで、現場で活動する全救急隊２９７隊、約７,３００名の救急技術認定者（兼務隊員を
含む。）に対する組織的な技能管理体制が構築される。

〇 指導救命士がＭＣ体制に参画することにより、事後検証体制、救急処置の基準、救急
隊員の教育等について、救急現場の意見を踏まえた指導や基準化が期待できる。

〇 各方面本部の指導救命士が、事後検証（二次検証及び医師検証の補助）を担当してお
り、各地域の医師と連携した救急業務の指導が可能になる。
また、検証をとおして、地域の医師と顔の見える関係を構築し、医療機関と救急隊の

良好な関係を構築している。
〇 指導救命士が救急訓練や同乗指導等の機会を捉えて、技術的なアドバイスを行うこと
で、特に経験の浅い救急隊長や若年層職員の技能向上に寄与している。
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◆指導救命士数： 運用者数 ２０人（総認定者数 ３４人）

【参考】現場運用救命士数 １３４人

◆配 置 先 ： 救急ワークステーション、消防署の救急隊

◆主 な 業 務 ： 訓練、研修 及び 指導
対象：救急隊員、救命士養成課程派遣候補者、

新規救命士、学卒救命士、指令課職員 等

事後検証 及び その結果に基づく指導・助言

事後検証委員会等への参加、運営 及び 補助

学会発表等に関する指導 及び 助言

▶ 自隊以外の活動や考え方、工夫に触れ、学びを促進

▶ 経験の浅い隊員の救急活動の引き出しを増やす

◆平時の訓練指導・評価

◆指導救命士によるＯＪＴ

「評価」を中心とした指導

◆救急隊員の留学制度

◆事後検証委員会、学会 等

「学ぶ（見る）場」の提供

指導救命士の活用について北九州市消防局

北九州市における指導救命士制度

◆ 要 件 ・救急救命士として５年以上の実務経験

・救急隊長（代行含む）として５年以上の実務経験

・全ての特定行為の認定を受けている

・２年間で４８時間の病院実習を受けている

・教育指導及び研究発表等について経験を有している

・必要な養成研修の受講又は一定の指導経験を有する※

※北九州市ではELSTA九州の教官経験者、救急ＷＳで指導的立場の
救急救命士として勤務した者が該当

◆ 任 期 ５年（再認定、任期途中の退任を妨げない）

～ 認定の流れ ～

消

防

局

北
九
州
地
域
Ｍ
Ｃ

福
岡
県
地
域
Ｍ
Ｃ

①推薦 ②申請

③認定

北 九 州 市 の 現 状

指導救命士活用の取組み

指導救命士会議

指導救命士による救急車同乗指導（ＯＪＴ）

救急隊員の留学制度

⚫ 指導・評価の方向性、内容の統一

⚫ 救命率向上に向けた取組み検討

⚫ 救急行政における施策検討
▶ 組織的な指導体制の構築

▶ 指導救命士の豊富な知見の活用

指導救命士の活用効果

＋

知識やシミュレーションだけではない

『生の現場活動スキル』の
効率的な技術伝承 を！

 「学び」と「評価」の両輪
でレベルアップ！

救急活動の引き出しを増やす！

Output

◼  全救急隊（67隊）を対象

◼ 通常の救急事案に救急隊員＋指導救命士の計４人で出動
（※指導救命士は、原則救急活動に加わらず評価に徹する）

◼ 指導救命士は評価票に基づきチェック、活動後にフィードバック

▶ 実現場での直接指導による現場対応力の向上

▶ 当市救急隊全体の課題・傾向の洗い出し
Output

◆希望する救急隊員は指導救命士の乗務する隊の４人目の隊員として留学

◆留学生の「評価」でなく、「学びの場」を提供
（※留学生は原則救急活動に加わらず、学び（見学）に徹する。）

◆出動後は留学生を交えて振り返り

Output

Ｒ７.11月 現在

指 導 救 命 士
E M T - S u p e r v i s o r
福岡県救急業務ＭＣ協議会

北九州市消防局資料

③認定の記
載場所が値
域ＭＣから
されるよう
に見えるた
め、県ＭＣ
からの矢印
の下に記載
してもらう
ことで如何
か。

全救急隊67隊と記
載があるが、北九
州市消防局は22隊
の常備隊と1隊の日
勤隊の計23隊であ
あり、３交替制勤
務のため、
22×3=66
+日勤隊で67隊と記
載されている。

北九州市消防局に
67隊の救急隊が配
備されていると誤
解される可能性あ
り。

「学卒救命士」と
の記載があるが、
大学や専門学校を
卒業し、救命士国
家試験資格を有し
てるものをさして
いる。
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◆ 留学生は留学先隊の４人目の隊員

◆ 留学生の「評価」でなく「学びの場」
 ※留学生は原則救急活動に加わらず

 「学び（見学）」に徹する。

◆ 出動後は留学生を交えて振り返り

留学生

オ
レ
の
活
動

正
し
い
の…

？

◆救急隊員全体の若返り

◆学卒救命士の増加

◆昇任間もなく救急隊長

経験浅くても第一線へ

◆  全救急隊（67隊）を対象

◆通常の救急事案に救急隊員＋指導救命士の計４人で出動

（※ 指導救命士は、原則救急活動に加わらず評価に徹する）

◆指導救命士は、評価票に基づきチェック

（※ 救命士個人ではなく、隊としての活動を評価）

◆活動後にフィードバック、ディスカッションを実施

指導救命士による救急車同乗指導（ＯＪＴ）

⚫ 救急隊員の全体的な若返りや学卒救命士の増加が進む

⚫ 実際の現場活動に対する直接的な指導・評価の機会がない

現場対応力の低下 の懸念

指導救命士会議
において…

「指導救命士による直接の指導が有効！」

との意見がまとまる

指導救命士による救急車同乗指導（ОＪＴ）

現場対応力の向上

Output

実現場での救急活動を客観的な視点で評価・指導することで、
シミュレーション訓練などでは得られない学びの機会となる。

全体的な課題の把握

全救急隊を対象とすることで、当市救急隊全体に共通する課題・傾向
の把握につながり、以降の指導方針の策定に寄与する。

救急隊と消防局のコミュニケーション促進

消防局から伝えたいこと、現場の救急隊からの要望など、堅苦しく
ない雰囲気の中で対面・双方向のコミュニケーションが可能となる。

救急隊員の留学制度

◆救急出動件数の増加

◆救急ＤＸの推進

◆アフターコロナ

救急活動の変革過渡期

課

題

✓ 早くから「１人救命士」「若手隊長」となり、「学ぶ機会」が乏しい

✓ 様々な判断の根拠となる「経験」や「引き出し（選択肢）」が少ない

✓ 数少ない「同じ隊になった救命士」の影響を強く受ける

従前の に加えて『学ぶ場』の提供「評価」中心の指導 を！

親元救急隊

≪対 象≫
全救急隊員
（希望制）

留学先救急隊

≪留学先≫
指導救命士が
乗務する救急隊

留  学

救急隊員の留学制度

「見る」ことによる学び

Output

『この救命士はこう考えるのか！』『こう説明すると伝わりやすい
のか！』『この隊はこんな工夫をしているのか！』等の学び促進

経験の浅い隊員の救急活動の引き出しを増やす

実現場での引き出し（＝活動の選択肢）を増やし、経験の浅い隊員
も根拠や自信を持った活動へ。

背

景

北九州市消防局資料

留学制度実施時の体制
について
・当直中に実施
・親元救急隊には、署
内で調整し代打を入れ
る
・留学生は終日留学先
救急隊で勤務する

3
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救急ワークステーションを活用した指導救命士による教育体制の構築

〇 概要
さいたま市消防局では、平成２９年度から指導救命士制度を発足し、現

在２２名の指導救命士が従事している。
令和２年度から常設型の救急ワークステーション（以下、救急ＷＳとい

う）を設立し、教育指導に専従する指導救命士を３名配置。組織的に救急
ＷＳを活用した指導救命士による教育体制を構築した。

〇 指導救命士認定要件及び任期
・救急救命士として、通算５年以上の実務経験を有する者。
・救急隊長として、通算５年以上の実務経験を有する者。
・特定行為について、一定の施行経験を有する者。
・医療機関において、一定の期間の病院実習を受けている者。
・消防署内の現任教育、講習会等での教育指導、学会での発表など、教育指
導や研究発表について豊富な経験を有する者。

・必要な養成教育を受けている者。もしくは一定の指導経験を有する者。
・任期は原則３年。

〇 指導救命士制度の効果

〇 さいたま市消防局の状況

・指導救命士数 ：２２名
・配 置 先  ：救急指導室、救急WS、消防署の救急隊長
・主 な 役 割  ：教育方針の策定、事後検証、研修の企画・運営、研修指導
・現場救急隊員数 :３１５名（内救急救命士２２１名）※R7.10.1現在

〇 指導救命士の役割

・それぞれの役割を明確化（機能的分業）
・救急WSに専従指導救命士を配置
・将来的に全署の救急隊長が指導救命士へ

救急指導室(4名)
(統括的指導救命士)

教育方針の策定
事後検証の分析
医学的根拠の整理

MC連携・プロトコール管理

救急指導室(3名)
(救急WS専従指導救命士)

研修の企画・運営
教材・評価基準の整備
教育全体の統合管理

現場指導救命士との調整

各署所(１５名)
(現場指導救命士)

実践指導

本部と現場のハブ機能

≪方 針≫ ≪計 画≫ ≪指 導≫

・当消防局では、救急WSを教育の中核と位置づけ、
指導救命士の役割を明確化した機能的分業体制を構
築し、教育全体の循環（PDCA）を統合的に管理す
る体制を整備している。

・前年度の活動結果や技能審査の評価結果、現場課
題等を分析（Plan）し、年間研修計画へ反映させて
いる。研修の実施（Do）、効果検証（Check）を経
て、次年度計画へ改善（Act）を図ることで、継続
的な教育の質向上に取り組んでいる。

１ 均質化
年間計画に基づき全救急隊員を対象として研修を実施する事で、受講

機会の平準化が図られ、教育内容の均質化は一定程度達成できている。

２ 実践的教育
少人数制による反復型シミュレーションの導入により、現場再現性の

高い訓練の実施。

３ 労務負担の軽減
すべての研修を勤務命令に基づく勤務時間内で実施し、非番日研修を

原則廃止したことにより職員の時間が負担の軽減及び持続可能な教育体
制の確立。

４ 指導救命士の質の向上
研修の充実が指導救命士に「指導の場」を提供し、個々のスキルアッ

プに直結している。場数を踏むことで指導の質が底上げされると同時に
経験不足に起因する心理的不安の払拭にも寄与している。

さいたま市消防局資料
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奈良県広域消防組合 ～指導救命士が多い本部の強み～

奈良県広域消防組合（以下、当組合）の職員数は1,280名で、そのうち救急救命士は390名、指導救命士は44名と比較的多いことが特徴です。

当組合は11の消防本部が統合されたということもあり、合併前の各消防本部に指導救命士が配置されていたことに加え、救急WSにおいても

継続的に指導救命士の育成を行っていることが、この体制につながっています。 (令和７年４月１日時点の数値 )

指導救命士が多い本部の強みを生かして『指導救命士会』を組織しています。

３つの専門部会を設置しています。

「教育・研修部会」

救急隊員の知識・技術・判断力の向上を目的に、
救急小隊長研修や特別救急訓練などを企画・運営

「救急活動部会」

資器材の導入・更新に関する検討や、
救急活動全般の検証、病院選定に係わるルールの整理

「統計・分析部会」

救急活動データや医療安全データを分析し、インシデント・レスポンス研修やインシ
デント通信を通じて、組織全体へのフィードバックを実施

※消防司令長以上の階級となれば専門部会には属さずオブザーバー的な役割となる。

教育・研修

部会

・研修計画

・訓練研修

・活動データ

・医療安全

データ

・活動検証

・資器材導入

管理救命士（消防司令長以上）

指 導 救 命 士 会

統計・分析

部会

救急活動

部会

①救急救命士として、通算５年以上の実務経験

②救急隊長として、通算５年以上の実務経験

③特定行為において、一定の施行経験

④医療機関において、一定の期間病院実習を受けている

⑤各種講習会での指導及び各種学会で発表等の経験

⑥必要な養成教育又は組合で同等以上の教育を受けていると認めら

れる

⑦救急救命士養成所等で救命士教育の指導者としてもしくは、

救急WSで指導者育成研修を１年以上継続して修了

※①～⑤をすべて満たし、かつ⑥または⑦のいずれかを満たすこと。

指導救命士選考会

●消防司令補以上、救命士経験５年以上を対象

●令和７年度７名が立候補し、

  若手育成や職場環境づくり多様な視点で発表

●多くの職員が見学し前向きな発表姿勢が次の志望者の刺激に

プレゼンテーマ

『若年層職員に選ばれる救急救命士とは』

～指導救命士が担う職場環境づくり～

各署の指導救命士が本部と現場をつなぐ橋渡し役として機能

指導救命士が多いことで３つの専門部会を設置し、
経験や強みを生かした役割分担が可能

署での訓練と救急WS研修の二層構造により、
指導救命士が関与する再教育が効率的に進む

各消防署で指導救命士が関与することで、学会発表が活発に

消 防 署 W  S

（令和７年度全国救急隊員シンポジウム６演題発表）

指導救命士会 認定要件

効 果

概 要

奈良県広域消防組合資料
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高槻市消防本部
指導救命士の活用に向けた取り組みについて

要件
救急救命士として通算５年以上の実務経験を有する

救急隊長（代行、代理を含む）として通算５年以上の実務経験を有する

特定行為の実施または補助について２５件以上の経験を有する

必要な養成研修を修了している、または、一定の指導経験を有する

教育指導や研究発表について２回以上の指導、発表の経験を有する

地域MC会長の推薦を受けている

任期 認定を受けた日から３年（再任を妨げない）

更新 指導実績及び業務実績において必要な単位を取得している

必要な養成研修を受けている、または、同養成教育での指導あるいは管
理的立場の経験を有する、もしくは救急ワークステーションで同養成教
育と同等の教育を受けている

地域MC会長の推薦を受けている

高槻市における救急救命士の現状

救急救命士
１２５名

運用救命士
９４名

指導救命士
９名

指導救命士配置状況

•本部救急課 ３名（毎日勤務）

•署救急隊 ６名（隔日勤務）

主な業務

•日常訓練や研修での指導

•救急現場における直接的指導

•救急救命技術練成会の企画・運営

•事後検証会議への参加及び検証結
果のフィードバック

高槻市における指導救命士制度

指導救命士活用に向けた取り組み

救急業務を取り巻く背景

救急件数の増加により訓練時間の確保が困難

活動検証のみでは実際の救急現場での細かな対応の評価が困難

救急活動のＩＣＴ化が進展

救急隊員の世代交代

指導救命士が活躍する場が限られている

効果的な研修＋限られた時間の有効活用

想定訓練・同乗実習・座学の全てを組み合わせた訓練

指導救命士派遣研修

目的

•現場対応力・判断力の向上

•エラーの事前発見 等
想定訓練

•的確な病態評価及び判断能力の向上

•活動実態の把握 等
同乗実習

•ＩＣＴを活用した救急活動のレベルアップ

•実施基準やプロトコルの再確認・習熟 等
座学

R8.1現在

運用救命士については１０署所（うち１所はドクターカーを運用する救急
WS）１２隊に分散配置し二部制で運用

高槻市ｐ１
高槻市消防本部資料
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指導救命士派遣研修の概要

①
•指導救命士が集まる会議体にて想定訓練内容や、その評価票、
同乗実習での評価票、座学の内容を検討し作成

② •日程調整を行い派遣日を決定

③
•指導救命士２名＋救急課（日勤）職員１名の３名で研修対象救
急隊の所属署所へ

④
•想定訓練中に救急事案を受令した場合は、同乗実習に切り替え
て研修を継続

⑤
•想定訓練もしくは同乗実習終了後に座学を実施

実施手順

Point
・実施期間中も月１回の会議を開催し、情報共有やBrush upを実施
・本部救急課の指導救命士が１名必ず参加することで、ブレのない評価・指導
を実施

訓練用資
器材等も
持参

各研修のポイント

実施結果

約８か月間に渡り、救急ＷＳを除く９署所×２部制×２回
計３６回の研修を行い、想定訓練２５回、同乗実習１４回を実施

効果

・企画段階で全てを決定することで、どの指導救命士が出向いても内容や
評価によりブレのない研修となった
・事前に想定訓練の内容をある程度開示しておくことで、日常的に訓練を
実施
・研修対象救急隊が出動していた場合は、搬送先医療機関に先回りし帰署
途上から同乗することで、より効率的な研修となった
・派遣という形でマンパワーを充足させることにより、より満足度の高い
訓練となった
・指導救命士自身のスキルアップにつながった

課題

・想定訓練か同乗実習かどちらかしか実施できない救急隊が発生する上、週
休日等の関係で、一度も研修を受講することができない救急隊員が発生する
→研修を受けた救急隊員への配慮を行った上で、発生した課題等を全救急隊
に共有することにより同等の効果が期待できる

想定訓練

•１回目は課題抽出を目的としてオーソドックスな基本
想定とし、活動全体に対する評価をすることとした

•２回目は１回目で抽出された課題をもとに基本手技に
特化した想定とした

•全ての訓練において動画を撮影し、フィードバックや
ディスカッションの際に活用した

同乗実習

•通常の救急事案に４人目として乗車し、指導救命士は
原則活動には関わらず、評価のみを実施

•評価については評価票を用いて行い、活動全体はもと
より、各役割ごとの評価も実施

•重症事案や高緊急度事案などについては指導救命士が
活動に関わることを許容

•医師引継ぎ後、即時フィードバック・ディスカッショ
ンを実施

•実際の救急現場を評価し、現状を把握することにより
課題抽出が容易

•ＩＣＴを活用した救急搬送支援システム「ＯＲＩＯ
Ｎ」の入力内容も確認⇒実施基準検証の充実に寄与

座学

•実施基準やプロトコルに関する内容

•ORIONに関する内容

•普段感じている疑問点等に対する回答⇒気軽なコミュ
ニケーションの場としても有効

救急隊の声

・指導救命士から評価を受けることにより、普段の訓練では気付かな
かった点に気付くことができた。
・人手がないと実施しにくい訓練を、指導救命士の派遣という形で実施
できた。
・本部の指導救命士が常に参加していることで、実施基準やＯＲＩＯＮ
の詳しい部分まで学ぶことができた。

Professional Autonomyの更なる確立へ

高槻市ｐ２
高槻市消防本部資料
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〇 当本部では救急救命士および救急隊員の資質向上、技術能
力維持のため、「指導救命士」を配置。

〇 指導救命士の補助者として中堅クラス（救命士運用開始後、
概ね５～１０年目）の救急救命士から、教育技法を学びなが
ら救急訓練等を指導する「救急訓練指導者」を指名している。

・ 救急救命士として通算５年以上の実務経験
・ 救急隊長として通算５年以上の実務経験
・ 特定行為について２６件以上の成功施行経験
・ 医療機関において一定の要件を満たす病院実習を受けて

いる（３年間で延べ４８０時間以上、うち８０時間以上
は三次医療機関）

・ 教育指導や研究発表について豊富な経験を有する
・ 必要な養成教育の受講、一定の指導経験を有する

認定期間は３年とし再認定は妨げない

指導救命士 中央消防署３名・東消防署１名
救急訓練指導者 署１名・分署１名・出張所１名

指導救命士 ４名 / 運用救命士 ５６名

●消防本部内での役割
１ 救急隊員生涯教育に関する企画・運営
２ 救急救命士への研修、指導
３ 救急隊員への研修、指導、評価
４ 教育担当者への助言
５ 事後検証（一次・二次検証等）の実施、フィードバック
６ 救急ワークステーションでの研修、指導
７ 通信指令員への救急に関する研修、指導
８ 消防本部全体で共有すべき事柄の伝達・指導
９ 他

●対外的な役割
１ 県ＭＣ協議会への積極的な参画
２ 県ＭＣ協議会及び地域ＭＣ協議会との連絡・調整
３ 事後検証委員会への参画、フィードバック等
４ 病院実習での指導、院内研修の補助等
５ 県ＭＣ協議会、地域ＭＣ協議会、消防学校等での講師、

指導等
６ 所属地域ＭＣ協議会内における他消防本部での講師、指導等
７ 国での各種検討会（救急関連）への参画等
８ 全国規模の研修会等への参加等
９ 全国救急隊員シンポジウムの企画等への参画
１０ 他

指導救命士の役割概要

指導救命士認定要件・任期・更新

配置先・指導救命士数・運用救命士数

津山圏域消防組合における指導救命士制度と役割津山圏域ｐ１
津山圏域消防組合資料

88



若手救命士に対する指導救命士による取り組み
若手救命士に対するプロトコール研修

新規指示医師へのプロトコール研修

メディカルラリー形式の救急訓練の実施

参加者
各消防本部の指導救命士
新規指示医師
現行指示医師

美作地域MC内３消防本部の指導救命士が３次医療機関へ出向き、
新規指示医師へのプロトコール解説とそれぞれの本部の地域特性
や搬送距離等を確認

指示医師と指導救命士との顔合わせの意味合いも
あり年度初めに実施

◎ 事後検証の１次検証者を署所から指名し、その補助と２次検証の実施

◎ 指導救命士を中心とした本部内検証会の実施

◎ 指導救命士が同乗するOJTの実施

◎ 関係機関が開催するACP会議への参画 等

指導救命士が関わるその他の取り組み

対象者
運用開始３年目までの救急救命士
救急救命士運用開始前の救急隊員
（理解を深めるため３年連続での実施）

指示医師の参加
◎実例を踏まえたディスカッションの実施
◎ドクターカー、ドクターヘリとの活動手順、方法等の確認

効果

若手救命士を中心に各署所からチームを編成
隊員間の連携を重視し評価
参加した指示医師は活動内容のフィードバック
病院救命士はプレホスピタルの現状を見学

医師との関係性の構築と相談しやすい環境作り、
活動経験の少ない救命士の不安払拭を図る

プロトコール研修からメディカルラリー訓練を継続して実施する
ことで「学びと実践」の一貫性のある内容となる
指示医師や病院救命士の参加により、医療機関と救急隊との良

好な関係性の構築を目指す

隊内連携強化
（コミュニケーション能力の向上）
根拠を持った活動
症例検討による救命士以外への啓発

９署所から１２チーム×２係
計２４チーム

「救急隊員の積極性の向上を期待する」

津山圏域ｐ２
津山圏域消防組合資料
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新居浜市消防本部（愛媛県）
★指導救命士の活用【OJT新居浜version（指導救命士の同乗による救急4名出場）】について★

新居浜消防における指導救命士制度（概要）
●新居浜市消防本部における指導救命士運用要領（平成３０年４月１日から施
行する。） ＊オレンジは新居浜市の現状です。

（参考）愛媛県における指導救命士運用要領（平成２８年４月１日から施行す
る。）
◆要件（新居浜市の指導救命士数 ７名）

（１）一般財団法人救急振興財団において実施される「指導救命士養成研修」
（うち、４名）
（２）消防大学校において実施される専科教育「救急」科（うち、３名）
◆定数及び任期

新居浜市に配置する指導救命士は４人以上とし、その任期は２年とする。ただし、
再任は妨げない。（管理職以外の４名を選任）
◆配置

指導救命士に認定された者の配置は、原則、本部（警防課）及び各署（２署１分
署）に配置（最低４名必要）するものとする。

(1) 救急隊員生涯教育に関する企画 、 運営（年間教育計画の策定等 、研究会
の開催等）
(2) 救急救命士への研修、指導 （再教育の指導）
(3) 救急隊員への研修、指導、評価
(4) 教育担当者への助言
(5) 事後検証（一次検証等）の実施、フィードバック
(6) 通信指令員への救急に関する研修、指導
(7) 県及び東予地域協議会への参画
(8) 消防学校等での講義、指導
(9) その他新居浜市消防本部又は東予地域MC協議会で必要とされる業務

指導救命士の業務

救急隊長として今まで実施していることと何も変わって
いない。
「指導救命士」の必要性は？すべきこととは一体？

その結果・・・。

指導救命士の同乗による救急4名出場
目 的 救急活動の標準化。
ポイント ①救急活動の内容に手や口を挟まない。（評価に徹する）

②指導救命士の個人的意見を基にした指導はしない。
（評価票に基きチェック）
（観察及び手技に関する動画を事前に作成し、救急隊員に事前学習を実施）
③活動終了後にフィードバックを実施。（次の活動につなげる）

評価対象 年度目標を掲げ、隊員個人または隊活動の評価の場合がある。

年度目標（救急隊員の意見を参考に。）
★年度末に同乗実習の報告会を救急隊員に向け実施。次年度の目標を共有する。

令和４～５年度 「連携強化」
●活動全体（隊長、隊員、機関員）の評価。

令和６年度 「個人スキルの向上」
●共通言語や知識の共有を行い、スキル向上に努める。
（作成した教育動画２４項目を使用）

令和７年度 「疾病の把握」
●傷病者に対する観察漏れをなくし、また観察の順番を意識すること。

令和８年度「緊急度・重症度の判断強化」（予定）
●傷病者の病態を根拠に基づき判断し、緊急度及び重症度判断を適切に実施
する。（PEMEC・JPTECを準拠）

指導救命士の同乗による
救急４名出場を

令和４年１０月から開始する。

実施理由
●救急救命士の資格を取得して採用された職員が増加する中、経験が少ないまま救
急隊に配属されることが多くなった。
●経験のある救急救命士の活動に差があり、若手の救急隊員から活動等の統一（知
識・技術・現場対応等）の意見があった。

同乗実習の効果
救急隊として
●現場滞在及び現着から引揚までの時間短縮。（R4年度⇒R7年度を比較）
（現場滞在：17.2分⇒16.1分）（現着から引揚まで：40.7分⇒36.7分）

●傷病者への観察漏れが減少し、記録表への記載漏れも併せて減少する。
救急隊員から
●救急活動の一定の質が担保された。
●傷病者への観察技術が高まり、隊員間でのスキルの差が縮まった。
指導救命士から
●評価票は毎年度見直し、評価者（指導救命士）の認識統一が図れた。
●目的意識を持つことができ、モチベーションアップややりがいを感じることができた。

OJT新居浜
version

新居浜市消防本部資料
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山形市消防本部 指導救命士による救急隊／指令員教育の強化

山形市消防本部における指導救命士の概要
○ 指導救命士運用要綱（令和７年４月～）
これまでは、山形県指導救命士制度に基づいた運用を行っていたが、消防本部内における救急救命士教育体制を確立し、計画的に指導救命士を
養成するため要綱を定めた。

 消防司令補以上の階級の者
 運用救急救命士として５年以上の実務

経験がある者
 気管挿管及び薬剤投与の認定者

※上記全てを満たす者を救急救命九州研修
所／消防大学校救急科へ派遣している。

【県による認定】
 消防大学校救急科、救急救命九州研修所の修了者
 任期３年（救急隊員への教育実績により再任可能）

救急部会への参加 通信指令員教育

内部での役割 対外的な役割

救急隊員の生涯教育に関する企画・運営 救急救命士再教育病院実習の計画策定・院内補助

救急救命士への指導 救急救命士再教育講習会での講師・指導

救急隊員への指導・評価 事後検証済み検証票の点検及びフィードバック

教育担当者への助言 各種症例検討会、研修会における関係機関との調整

一次検証の実施及びフィードバック 全国規模の研修会等への参画

通信指令員への救急に関する指導 MC協議会への参画

山形県指導救命士制度 山形市消防本部

指導救命士

主任救命士

救急救命士

＜現状＞ （目標値）
救急救命課１名 ２名
現場  ４名 ５名

20名（各係１名）

全 82名

○ 指導救命士に対し、県下統一した役割を与えることで、救急隊員への教育水準向上
及び標準化を図る。

当消防本部救急隊員の代表か
らなる「救急部会」の中心となり、
その年に重点的に取り組むべき
課題を取りまとめたうえで、教
育訓練の企画を行っている。
その他にも、救急部会では新
規装備、資器材に関する要望な
どを検討し、救急救命課に提案
している。

通信指令員の研修体制を強化するため、
救急事案の実際の音声データをもとにし
た検証会に参加している。
CPAと認識できず口頭指導に至らな
かった、ドクターヘリ要請のキーワードを
聞き出せなかった事案などを対象に、着目
すべきワードやそれを引き出す聴取の仕
方など、傷病者、救急隊員の目線で現場を
イメージ・対応できるよう指導している。

OJT、事後検証
各救急隊の目標を事前設定
したうえでOJTを実施してい
る。OJTでは、HP-CPRの実
技や県による認定教材を基に
した指導を行っている。
また、全県における検証済検
証票を点検し、県内消防本部
の検証体制の底上げを図って
いる。

➢ 救急部会からの要望を
もとに、病院実習体制
を変革させ、救急救命
処置実施率が向上した。

➢ 他消防機関への派遣研
修を実現し現場活動の
見直しを図った。

➢ 通信指令員の判断基準
や対応マニュアルの改
正に繋がった。

指導救命士による主な取組み 取組み効果

山形市消防本部資料
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指導救命士が関わる通信指令員救急教育コース「S-EDGE」の取組み泉州南広域消防本部

・1～2枚程度でお願いします。

図や写真なども使っていただい
て構いません。

・取組名は、貴本部の指導救命
士の特徴的な取組名をいただけ
ると他本部の参考になりやすい
と存じます。

・別添の東京消防庁や北九州市
消防局の様に、２列で記載いた
だいても構いません。

指導救命士制度概要

➢平成29年2月運用開始

➢管理指導救命士と運用指導救命士を配置
制度設計段階から指導救命士の配置について検討する中、
救急活動の質的改善を図る運用指導救命士の配置に加え、
「指して導く」指導救命士として管理指導救命士を配置する
こととした。

管理指導救命士

• MCや他機関との調整及び組織的管理業務等を所掌
• 日勤救急部局、指令センターに配置

運用指導救命士

• 所属職員の指導や検証業務等を所掌
• 本部直属救急隊に配置

指導救命士認定要件

➢救急救命士として5年以上の実務経験

➢救急隊長として5年以上の実務経験

➢特定行為について25件以上の実地経験

➢救急救命士養成研修や学会発表を2回以上経験

➢生涯教育履修状況良好且つ業務向上に意欲的

➢満45歳未満且つ管理職でない職にある者

指導救命士の特徴的取組

管理指導救命士

➢地域MC指導救命士主導病院前救護活動検討小委員会活動

➢隣接MC圏域合同勉強会企画調整

➢地域MC医師研修体制企画調整

➢地域MC消防部会通信指令口頭指導高度化推進WG活動

➢泉州通信指令員救急教育コース「S-EDGE」指導

➢消防学校通信指令研修講師派遣

➢所属内口頭指導体制強化 他

運用指導救命士

➢派遣型救急WSでの指導

➢指導救命士同乗実習指導

➢所属内症例検討会

➢救急活動検証

➢救急関連研究 他

管理指導救命士 4名

運用指導救命士 4名

運用救命士 76名

救急関連職員 230名

泉州南広域消防本部資料
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効果

大変満足
29.7%

満足
53.1%

普通
14.1%

不満
3.1%

大変満足・満足 82.8%

コース受講満足度

泉州通信指令員救急教育コース「S-EDGE」の取組みと効果

「S-EDGE」とは

➢ 「指導救命士主導病院前救護体制検討小委員会」の前身、「指導的立場
の救急救命士による救急指導体制検討WG」で平成30年から検討を始め、
泉州通信指令員救急教育コース「S-EDGE」として創設に至り、令和2年度
に第1回コースを開催

➢ Senshu Emergency Dispacther Grow & Evolve の略称でエスエッジと呼称
➢ 1日型の実践技能教育コースとして実施

➢ 指導的立場にある通信指令員と指導救命士が指導を担い医師は医学的
に監修する

➢ 受講者は将来的に指導的立場となる通信指令員や救命士等
➢ コース修了者が次回以降のコースの指導者候補となる
➢ 過去5回開催し延べ64名受講

コースカリキュラム
第5回コース（令和6年11月開催）

口頭指導質指標

S-EDGEの取組み後にCPA認知率とBCPR実施率が有意に改善

CPA認知率：救急隊接触前にCPAを認知出来た割合
BCPR指導率：救急隊接触前にバイスタンダーCPRを指導し実施が確認出来た割合
BCPR率：救急隊接触時に救急隊がバイスタンダーCPRの実施を確認出来た割合

対象：過去受講者64名
方法：受講後アンケート調査結果分析（回収率100%）

指導的な通信指令員と連携し指導救命士が指導に関わる
S-EDGEは受講満足度が高く口頭指導の質的改善に有効

泉州地域MC協議会
泉州地域MC協議会資料
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大津市消防局 救急教育支援隊及び救急ワークステーションを活用した教育システム

・1～2枚程度でお願いします。

図や写真なども使っていただい
て構いません。

・取組名は、貴本部の指導救命
士の特徴的な取組名をいただけ
ると他本部の参考になりやすい
と存じます。

・別添の東京消防庁や北九州市
消防局の様に、２列で記載いた
だいても構いません。

◆指導救命士の要件（次のすべてを満たすこと）
・ 救急救命士として３年以上の実務経験 
・ 救急隊員として５年以上（うち、隊長として３年以上）の実務経験 
・ 直近３年間で１０件以上の特定行為を実施
・直近２年間で４８時間以上の病院実習を受けている
・ 消防学校等での現任教育や教育指導等で豊富な経験を有す
◆任期は設けず、原則、救急業務を離れ３年が経過すれば解任
※滋賀県の指導救命士制度には、認定期限が設けられている（５年）

指導救命士の概要

当局救急隊の現状

◆指導救命士運用者数：９名
◆救急隊数は１０隊、現場運用救急救命士数は６１名 （R8.3末現在）

※現状、全救急隊に指導救命士の配置は不可
※救急隊の増隊や増員も難しい状況

現状を見据えた教育体制

◆課題の把握
・出動件数増加による弊害
（訓練時間の短縮、隊員の労務管理）
・救急救命士の若年化及び経験不足
（有資格採用者及び定年退職者の急増、伝承に課題あり）
・安全管理体制の見直し
（交通事故や物品の破損、過去通知の未把握など・・・）

◆「教育」に特化したシステムづくり 指導救命士を活用

病院派遣型救急
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ

救急教育
支援隊

病院派遣型救急ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝとは？

◆平成２８年度から、管内の主要３病院（地域MC参画、特定行為指示病院）
の協力により、各隊が輪番で曜日を定めて病院実習を行っている
◆各隊の指導救命士が中心となり、知識・技術を効果的に伝承
◆医師等との顔の見える関係構築による効果も期待

指導に特化した隊の増隊が難しい現状から、現有で管内中央に位置する

中消防署の救急隊に指導救命士２名を配置し、「教育を支援する隊」として
令和７年度から発足
◆主な活動内容
・指導救命士による救急救命士の救急車同乗研修
（日勤で５日間、運用１年目の救命士が対象、OJTを中心に活動を評価）
※出動件数が最多の中消防署隊にマンパワーを増加させる効果もある

・外部研修による教育支援情報の収集と分析
（救急教育支援隊の指導救命士が先進都市に出向、教育体制に反映）
・別に定める「救急研修ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ」との連携
（教育システムの課題等を各署選出の救命士によりﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟで検討）

指導救命士の活用効果

教育資源が限られた本部にとって、教育の要である「指導救命士」の効率的
な活用は大きな課題！
よって、ポイントを絞った教育システムが必要！

当局の教育システムは、指導救命士と救急研修WG の連携を
核として、今後も発展を続ける！

全救急隊員の知識・技術向上には救急ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ！
若年救命士の育成指導、知識の伝承には救急教育支援隊！

救急教育支援隊とは？

大津市消防局資料
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